
あなたの会社の「働き方改
革 お悩み診断」

中小企業・小規模事業者の皆様

正社員と非正規社員と
の間に格差があるが

その理由を説明するこ
とができない

従業員の長時間労働を
削減するにはどうしたら

いいか

36協定の書き方がわか
らない

従業員の有給休暇の取
得がなかなか進まない

就業規則を見直したい
が、どのようにすれば

いいのかわからない

どのような助成金があ
るのか具体的に知りた

い

コロナ関連の助成金に
ついて知りたい

check
!

該
当　　　　
す
る　　　　　　　　

　
ご
相
談
く
だ
さ
い
！

が
あ
れ
ば

働き方改革
をサポートします！

滋賀働き方センター

滋賀働き方改革推進支援センター

社会保険労務士等の
専門家が

　　お悩み解決のお手
伝いをします。

助成金の相談もどうぞ
！！

助成金の相談もどうぞ
！！

相談
支援

厚生労働省委託事業
（一社）滋賀経済産業協会

〒520-0806 大津市打出浜2番1号 コラボしが21（５F）　滋賀経済産業協会内

受付：9:00 ～ 17:00
( 土日祝・行政機関の休日除く)

077-526-3577
hatarakikata-shiga@s-keisankyo.or.jp
www.s-keisankyo.or.jp/hatarakikata/

0120-100-227

無料

◎当センターのホームページに働き方改革の “お役立ち資料集” を掲載しております。是非ご覧ください。

受託：

JR琵琶湖線
JR膳所駅JR大津駅

県庁

琵琶湖
ホテル

琵琶湖
ホール

Oh!Me
大津テラス

ピアザ淡海

大津中郵便局

京阪石坂
線石場駅島ノ関駅 京阪

膳所駅

コラボしが21(５F)



利用できるメニュー

センター相談
支援センターに社労
士等の専門家が常駐
し、電話・来所・メー
ル相談に応じます。

セミナー
各種団体の総会や研
修会に無料で講師を
派遣し、働き方改革に

関する講
演を行い
ます。

出張相談会
県内の商工団体等に
て、出張相談窓口を
開設します。

※ＨＰに出張相
談窓口の開
設日程を掲載
しています。

企業訪問支援
希望される企業へ社
労士等の専門家が
訪問し、支援を行い
ます。

働 き 方 改 革企業訪問支援・来所相談等 申込書
事 業 所

住 所

電話番号

E - m a i l

業 種

ＦＡX番号

ご担当者名

依頼の
きっかけ

申
込
内
容

希
望
日
時

従業員数
名

□商工会議所　　□商工会　　　　□中小企業団体中央会　□センターＨＰ・チラシ　□厚生労働省ＨＰ
□労働局ＨＰ　　□ハローワーク　□労働基準監督署　　　□知人・取引先企業　　　□よろず支援拠点
□ＳＮＳ　　　　□金融機関　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

< 個人情報の取り扱い >　

□❶企業訪問支援 （専門家が貴社に直接訪問しご相談に応じます）
□❷来 所 相 談 （センターに来所いただきご相談に応じます）
□❸セミナー講師派遣 （各団体が開催されるセミナーに専門家を派遣し、働き方改革に関する講演を行います）

第１希望　　　　年　　　月　　　日（　　） 

第２希望　　　　年　　　月　　　日（　　） 

第３希望　　　　年　　　月　　　日（　　） 

□ 同一労働同一賃金（パート・有期）
□ 同一労働同一賃金（派遣）
□ 労働時間・年休等の労務管理
□ 生産性向上による賃金引上げ
□ 人手不足について
□ 労働関係助成金について
□ しわ寄せ
□ コロナ関係助成金について
□ その他（  　　　　　　　　　　　　　　）

❶企業訪問支援　　❷来所相談

❸セミナー講師派遣

選
択
し
た
番
号
の
該
当
箇
所
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
内
容

希
望
日
時

　　　年　　　月　　　日（　　） 

□ 働き方改革全般に関するテーマ
□ 労働時間等、労務管理全般に関するテーマ
□ 同一労働同一賃金に関するテーマ
□ 助成金に関するテーマ
□ センターの利用案内
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

相
談
内
容

下記の項目にご記入の上、こちらの用紙を滋賀働き方改革推進支援センター宛にFAX077-526-3577してください。

ご記入いただいた個人情報は当センターにて厳重に管理し、この事業の目的（申込みに伴う連絡、メールマガジン・各種お知らせ等の配信・送付、
サービス向上のためのデータ分析等）に利用いたします。

原則３回
（最大５回まで）

WEB
簡単申込みは
こちらから ⬅


